
令和5年度第三者評価の流れ（受審受付から認定まで） 2023.11.2

申請受付後、受審事業所に審査時期を通知する

　

認定留保になった事業所に対し様式７により

　

を提出する

　受審希望事業所は看護協会ホームページより

　様式１をダウンロードし郵送により申し込む

　申込時期：（６月、１２月）

に中間結果の報告を様式4により通知する

審議者2名は様式４を審議すると共に、様式５を作成する

　

審議者は様式７に基づき再度審査する

受審事業所は訪問審査1か月前までに様式２と様式３

協会は認定事業所に対し認定証を交付する

協会は認定事業所名をホームページで公表する

サーベイヤーは様式2と様式３に基づき

事業所の運営基盤と訪問看護提供過程を審査する

受審事業所に対し訪問審査終了後6週間以内

サーベイヤーは様式４をリーダーが中心となり取りまとめ

（合議）訪問審査終了後2週間以内に提出する

改善指摘事項を通知する

最終結果を様式4により通知する

受審事業所は様式7に基づき改善に取組む（概ね3か月以内）

様式７により改善結果を提出する

第三者評価委員会は認定の審議・判定を行う

・各評価「２」以上の場合は「認定」

・評価に「１」がある場合は「認定留保」

第三者評価委員会は審議者の報告を受け、再審議認定の可否

を決定する

受審事業所に対し訪問審査終了後、3か月を目途に

第三者評価委員会
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なし
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